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介護老人保健施設 フェアウインドきの 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 運営規程 

 

（運営規定設置の主旨） 

第１条 医療法人稲門会が開設する介護老人保健施設フェアウインドきの訪問リハビリテーシ

ョン（以下「当事業所」という。）が実施する訪問リハビリテーションサービスの適切

な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条 要介護状態及び要支援状態と認定された利用者（以下「利用者」という）に対し、可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、理学療法士、作業療法士等が必要なリハビリテーションを行うことにより、利用

者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年１月９日京都市条例第３９号）」、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３７号）」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３５号）」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。ま

た、訪問リハビリテーションの提供は、理学療法士、作業療法士（以下理学療法士等と

いう）が行うものとし、その方針は次に掲げるところによるものとする。 

 （１）訪問リハビリテーションの提供にあたっては、医師の指示及び第３条第２項に規定する

訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活

の自立に資するよう妥当適正に行う。 

 （２）訪問リハビリテーションの提供にあたっては、懇親丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行う。 

 （３）当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

 （４）常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、利用

者に対し適切なサービスを提供する。 

 （５）それぞれの利用者について、第３条第２項に規定する訪問リハビリテーション計画に従

ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかにリハビリテーション経過記録
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を作成するとともに、医師に報告する。 

 

 ２  医師及び理学療法士等は、当該医師の診断に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければ

ならない。 

 （１）訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

 （２）医師又は理学療法士等は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容

について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

 （３）医師又は理学療法士等は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リ

ハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

 

（事業所名称及び所在地等） 

第４条 当事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

（１）事業所名  医療法人稲門会 介護老人保健施設 フェアウインドきの 

訪問リハビリテーション 

 （２）開設年月日 平成２６年 １２月 １日 

 （３）所在地   京都府京都市左京区岩倉幡枝町 2250 番地 

 （４）電話番号  075－712－5252   ＦＡＸ番号 075－712－5270 

 （５）管理者名  小松  顕 

 （６）通常の事業の実施範囲  左京区（但し花脊、久多、広河原、大原、八瀬、鞍馬、岡崎、

鹿ヶ谷、南禅寺、聖護院地域は除く）、北区（但し雲ヶ畑、中川、小野郷、鷹ヶ峰、衣笠、

平野、北野、大森、小松原、杉坂、真弓、等持院、大将軍地域は除く） 

＊ 尚、通常の事業の実施範囲を超える場合は、応相談。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の営業日及び営業時間は

以下のとおりとする。 

 （１） 営業日  月曜日～土曜日。但し、日曜日と 12 月 30～1 月 3 日までは休業日とする。 

（２）営業時間 ９時００分～１７時００分までとする。 

（但し、サービス提供時間は、午前９時３０分より移動開始、午後４時３０分までには

移動終了となるため、そのサービス提供時間は訪問リハビリテーションサービスを提

供する地域によって、移動時間を考慮するものとする） 
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（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第６条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は基準省令に定められた以上の員数

を配置する。 

 （１）管理者     １人（兼務） 

     管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

 （２）医師      １人（兼務） 

     医師は事業の実施に当たって必要なサービスを提供する。 

 （３）理学療法士等  １人以上（兼務） 

理学療法士等は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪

問リハビリテーションを提供する。 

 （４）事務職員    適宜 

     事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。 

 

（利用者負担の額） 

第７条 利用者負担の額を以下のとおりとする。（料金は別紙利用料金表をご覧下さい。） 

  （１）サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとす

る。 

（２）法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に、利用者から支払いを

受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、

不合理な差額が生じないようにする。 

  （３）サービスの提供にあたって、利用者又はその家族に対してサービスの内容・費用につ

いて説明し、利用者に同意を得る。 

  （４）支払い方法 

      翌月の 10 日に前月分の請求書を発行しますので、その月中にお支払い下さい。 

      支払い方法：預金口座振替依頼書に記載している口座より、毎月 27 日の引落とする。 

（27 日が休業日の場合はその翌営業日） 

 

（利用の解除・終了） 

第８条 サービスの終了方法は以下のとおりとする。 

  （１）利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

      サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

 （２）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

      人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書にて通知いたします。 

  （３）自動終了 
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      以下の場合には、双方の通知が無くても自動的にサービスを終了します。 

    ・利用者様が、病院等に 1 か月以上入院された場合 

    ・利用者様が、介護保険施設に入所された場合 

    ・利用者様が、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護施設に入所された場合 

    ・利用者様が、お亡くなりになられた場合 

 

（守秘義務及び個人情報の保護） 

第９条 職員に対して、職員である期間および職員でなくなった後においても、正当な理由が無

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を

適時行うほか、職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 

２   個人情報保護法（平成１７年４月１日より施行）に伴い、フェアウインドきのが取り扱

っている個人情報については、適切に取扱い保護します。 

 

（事故発生時の対応） 

第 10 条 サービスの提供により事故が発生した場合には、別に定める「事故発生時対応マニュ

アル」により対応し、速やかに医師、家族、居宅介護支援事業者（介護予防にあたっ

ては地域包括支援センター）等に連絡を行う。また、重大な事故等の場合には、京都

市その他市町村にも対しても速やかに報告を行う。 

 ２   サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

ただし、事業所の責に帰すべからざる理由による場合は、この限りではない。 

 

（緊急時の対応） 

第 11 条 サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより主治医・救

急隊・家族・居宅介護支援事業者等へ連絡します。 

 

（職員の服務規律） 

第 12 条  職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念す

る。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 

（１）利用者に対しては、人格を尊重し懇切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（２）常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

（３）お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

（職員の質の確保） 

第 13 条  職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 
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（職員の勤務条件） 

第 14 条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人稲門会介護老人保健施設フェアウイ

ンドきのの就業規則による。 

 

（職員の健康管理） 

第 15 条 職員は、毎年年１回以上施設が行う健康診断を受ける。尚、夜勤業務にあたるもの

は、年２回施設が行う健康診断を受ける。 

  ２     新人職員については、雇い入れ時に施設が行う健康診断を受ける。 

３      前項の診断結果に基づき必要がある時は休養、時間の短縮、職種の変更その他健康

保持に必要な措置を命ずる。 

 

（感染症対策の対応） 

第 16 条  当事業所は、感染症の予防として予防マニュアルにそって手洗い・うがい等を職員

に徹底します。また、処置についてもマニュアルにそって実施します。 

  ２  当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

３  当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

４   当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施する。 

 

（記録） 

第 17 条  当事業所は、利用者の訪問リハビリテーションの提供に関する記録を作成し、その

記録をサービス終了から５年間保管します。 

  ２    当事業所は、利用者が前頁の記録の閲覧、複写等を求めた場合には、当事業所の「療

養情報等開示マニュアル」に沿って対応いたします。 

 

（虐待の防止に関する事項） 

第 18 条 事業所は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次の各号に掲げる措置を講じるもの

とする。 

     （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに，その結果に

ついて，従業者に周知徹底を図る。 

     （２）虐待の防止のための指針を整備する。 

     （３）従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

     （４）前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２   事業所は，サービス提供中に，当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を
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現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかに，

市町村に通報するものとする 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 19 条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し訪問リハビリテーシ

ョン（介護予防訪問リハビリテーション）の提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２   事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施する。 

３   事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行う。 

 

 

（サービスに関する苦情等） 

第 20 条 苦情又は要望等の受付について 

  （１）行政機関その他苦情受付機関 

    ・京都市左京区役所  電話連絡 075－702－1069 

・京都市北区役所   電話連絡 075－432－1366 

・京都府国民健康保険団体連合会 電話連絡 075－354－9090 

  （２）当事業所における苦情の受付 

     担当者：青木 宏   管理者：小松  顕 

     受付時間   毎週月曜日～土曜日 

         （９時００分～１７時００分） 

＊ その他介護老人保健施設内に掲示している標榜日、標榜時間内でも受付いたします。 

＊ 但し、12 月 

＊ 30 日～1 月 3 日までは休業日とする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 21 条 運営規程の概要、当事業所職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理

の対応、プライバシーポリシーについては、当事業所内に掲示する。 

２  当事業所は、適切な訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

３  訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）に関連する政省令及び通
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知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人稲門会

介護老人保健施設フェアウインドきの の役員会において定めるものとする。 

 

 

 

 

 

付則 

尚、料金については、別紙料金表もしくは約款をご参照ください。 

この運営規程は、令和 6 年 6 月 1 日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人稲門会 介護老人保健施設 フェアウインドきの 訪問リハビリテーション 
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＜別紙 料金表＞ 

提供するサービスの利用単位と金額 

◎ 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

◎ 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護にあたる者に対して２０分以上

指導を行った場合に算定する。 

（１）訪問リハビリテーション費 

① 基本的な部分 

サービス利用料金 ３２５円／回（３０８単位） 

② その他加減算 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ７円／回（６単位） 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２１１円／日（２００単位） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２５４円／月（２４０単位） 

リハビリテーションマネジメント加算（イ） １９０円／月（１８０単位） 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） ２２５円／月（２１３単位） 

事業所の医師が説明し、同意を得た場合 ２８５円／月（２７０単位） 

移行支援加算 １８円／回（１７単位） 

口腔連携加算 ５３円／回（５０単位） 

退所時共同指導加算 ６３３円／回（６００単位） 

事業所の医師が計画に係る診療を行わなかった場合 －５３円／回（‐５０単位） 

 

（２）介護予防訪問リハビリテーション費 

① 基本的な部分 

サービス利用料金 ３１５円／回（２９８単位） 

② その他加減算 

サービス提供体制強化加算Ⅰ ７円／回（６単位） 

短期集中リハビリテーション実施加算 ２１１円／日（２００単位） 

口腔連携強化加算 ５３円／回（５０単位） 

退院時共同指導加算 ６３３円／回（６００単位） 

利用開始から 12 カ月を超えた場合 ‐３２円／月（‐３０単位） 

事業所の医師が計画に係る診療を行わなかった場合 －５３円／回（５０単位） 

  

※１割負担の方は上記の料金となります。２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となり

ます。 

医療法人稲門会 介護老人保健施設 フェアウインドきの 訪問リハビリテーション 


